不在者投票実施連絡票
令和　　年　　月　　日

東峰村選挙管理委員会　御中
施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施設長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年４月２６日執行の東峰村議会議員一般選挙における不在者投票を当施設において下記のとおり執り行う予定ですので、別紙請求書により投票用紙及び投票用封筒の交付を申請します。
記

	１　不在者投票予定日
※　公示（告示）日翌日から選挙期日前日まで
	
令和　　年　　月　　日

	２　投票用紙等送致（投函）予定日
	令和　　年　　月　　日

	

３　投票用紙等の送致方法
	

持参　・　郵送　（いずれかに◯）
※郵送の場合、特定封筒郵便物の交付記録郵便（いわゆるレターパックプラス）を使用してください（普通郵便は土日祝日の配達を実施していません）。

	４　貴市区町村に請求する投票用紙等の数
	人分

	５　施設電話番号
	

	６　緊急連絡先
※ 施設営業時間外も連絡が取れる電話番号
	

	７　担当者名
	


注意事項
１　　投票用紙等は投票所を閉じる時刻までに各市区町村の選挙管理委員会を経由し所定の投票所の責任者に届く必要があるため、お早めに投票・送付くださるようお願いします。
２　　投票用紙等を郵送により市区町村選挙管理委員会に送致する際は、特定封筒郵便物の交付記録郵便（いわゆるレターパックプラス）を使用してください（普通郵便は土日祝日の配達を実施していません）。
３　投票予定日以降、市区町村選挙管理委員会から投票用紙等のポストへの投函の状況などについて電話でお尋ねする場合があります。選挙期日の２日前時点で到着が確認できず、施設電話番号に電話が繋がらないときは、緊急連絡先に連絡させていただく場合があります。







